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1 R2.9.28 R2.10.1
⑴令和２年度東京消防庁消防官採用試験[Ⅱ類］（令和２年度９月６日実施）教養試験問題　Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５
⑵令和２年度東京消防庁消防官採用試験［Ⅲ類］（令和２年度９月１９日実施）
教養試験問題　Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５

10 ●
東京消防庁人
事部人事課

2 R2.9.23 R2.10.1
東京消防庁北多摩西部消防署庁舎（３１）改築空調設備工事、東京消防庁小平消防署花小金井出張所庁舎（３１）改築空調設備
工事及び東京消防庁北多摩西部消防署三ツ木出張所（仮称）庁舎（３１）改築空調設備工事の代価表、共通費算定書及び見積比
較表。

96 ●
東京消防庁総
務部施設課

3 R2.9.18 R2.10.1

〇（立川市〇丁目〇番〇号）に係る次の公文書

●

(不存在)
⑴　届出の事実がなく、実施機関で作成及び取得しておらず存
在しない。
⑵　実施機関では作成しておらず、存在しない。

東京消防庁予
防部査察課

4 R2.9.28 R2.10.2

１　消防用設備等設置届出書（昭和５２年１月２０日新予（設）第５１号）のうち、別記様式第１号の２の３の２、別記様式
３、系統図、３～５階設備図及び６階設備図
２　消防用設備等設置届出書（昭和５２年１月１９日新予（設）第５０号）のうち、別記様式第１号の２の３の２、火災報知設
備系統図、３～５階火災報知配管図及び６階火災報知配管図

15 ●
東京消防庁予
防部予防課

5 R2.9.18 R2.10.2
文京区〇丁目〇番〇号（以下「本件建築敷地」という。）の共同住宅建築計画で使用する工事車両が本件建築敷地西側の文京区
道第８１８号線の一方通行の規制を解除してを逆走することについて東京消防庁が保有する文書一式

●
(不存在)当該公文書は、実施機関に届出の事実がなく、存在し
ない。

東京消防庁総
務部総務課

6 R2.9.25 R2.10.5
１　防火対象物使用開始届出書（平成３０年１０月１０日王十（使）第２９号）のうち、第３号様式の２
２　検査結果書（平成３０年１０月１７日交付王十（使）第２９号）

20 ● ● ●

（２号）氏名等の情報は、特定の個人を識別することができる
情報であるため
（２号）印影による氏名の情報は、特定の個人を識別すること
ができる情報であるため
（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅
かされるおそれがあるため

東京消防庁予
防部予防課

7 R2.9.29 R2.10.5
１　電気設備設置（変更）届出書（平成元年１０月２７日芝予（電）第３０４９号）一式
２　電気設備設置（変更）届出書（平成１９年５月１５日１９芝予（電）第１１号）一式

59 ●
東京消防庁予
防部予防課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R2.9.28 R2.10.5
〇（東京都新宿区〇番〇号）に係る次の公文書
１　立入検査結果通知書（平成３０年２月２３日交付）
２　改修（計画）報告書（平成３０年２月２６日受理）

5 ●
東京消防庁予
防部査察課

9 R2.9.30 R2.10.6
〇（東京都港区〇―〇―〇）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
（平成２９年年１１月２４日２９芝予（報）第１５１６号）

19 ●
東京消防庁予
防部査察課

10 R2.10.2 R2.10.7
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号〇）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成１９年３月６日１８芝芝（防）第２８８
号）、消防計画作成（変更）届出書一式（平成２０年３月４日１９芝芝（防）第３９１号）

15 ●
東京消防庁予
防部防火管理
課

11 R2.9.24 R2.10.7

東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第４８号出場表
⑴　出場表（別記様式第４８号）３１板警（活）第１０１１号
⑵　出場表（別記様式第４８号）３１板警（活）第１１６６号

2 ● ●
（２号）氏名、年齢の情報は個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるため

東京消防庁警
防部特殊災害
課

12 R2.9.28 R2.10.8 東京消防庁北多摩西部消防署庁舎（３１）改築電気設備工事の代価表及び見積比較表 72 ●
東京消防庁総
務部施設課

13 R2.10.1 R2.10.8

〇（東京都板橋区〇丁目〇番〇号）に係る次の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年８月１１日２板予（報）第４８９号）
⑵　立入検査結果通知書（令和元年１２月１８日交付）

9 ●
東京消防庁予
防部査察課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

14 R2.10.2 R2.10.9 〇（東京都新宿区〇丁目〇－〇）に係る最新の消防用設備等点検結果報告書一式 ●
(不存在)当該公文書は３年保存の公文書であるため、平成３０
年度に廃棄済みであり、存在しない。

東京消防庁予
防部査察課

15 R2.9.28 R2.10.12
⑴　デジタル（260MHz帯）無線機データ（救急）
⑵　デジタル（260MHz帯）無線機データ（消防）

32 ● ● (６号)消防業務の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
東京消防庁総
務部情報通信
課

16 R2.9.28 R2.10.12

⑴　携帯無線機（150MHz帯）データ
⑵　携帯無線機（260MHz帯）データ
⑶　携帯無線機（400MHz帯）データ
⑷　汎用無線機（400MHz帯）データ

89 ● ● (６号)消防業務の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
東京消防庁総
務部情報通信
課

17 R2.10.9 R2.10.12
〇（東京都練馬区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
（平成３０年５月１６日３０光予（報）第１３４号）

9 ●
東京消防庁予
防部査察課

18 R2.10.8 R2.10.12
〇（〇丁目〇番〇号）に係る立入検査結果通知書（平成２７年７月２２日交付）

2 ●
東京消防庁予
防部査察課

19 R2.9.30 R2.10.14
防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和４７年１２月１２日芝予（収）第３１９号）のうち、案内図、配置図、求積表、仕
上表、床面積表及び平面図

16 ●
東京消防庁予
防部予防課

20 R2.9.30 R2.10.14
防火対象物使用（変更）届出書その１（平成元年１０月２０日芝予（使）第３９３２号）のうち、案内図、配置図、敷地図、及
び平面図

4 ● ●
（４号）図面の一部分の情報は、公にすることにより、建物内
部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の
安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課
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21 R2.10.2 R2.10.14

１　消防用設備等設置届出書（平成８年１０月１１日品予（設）第９５７号）のうち、別記様式第１号の２の３及び平面図
２　消防用設備等設置届出書（平成８年１０月９日品予（設）第９４６号）のうち、別記様式第１号の２の３及び平面図
３　検査結果書（平成８年１０月１７日交付品予（設）第９５７号）
４　検査結果書（平成８年１０月１７日交付品予（設）第９４６号）

32 ●
東京消防庁予
防部予防課

22 R2.10.7 R2.10.14
消防用設備等着工届出書（平成１３年１２月２７日１３立予（着）第１８５号）のうち、別記様式第１号の７、様式第１号及び
屋内消火栓配管系統図

3 ●
東京消防庁予
防部予防課

23 R2.9.4 R2.10.14 防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６３年１月２１日狛予（使）第２号）のうち、図面一式 22 ●
東京消防庁予
防部予防課

24 R2.10.2 R2.10.14
平成３１年３月３１日午前２時５９分覚知、世田谷区北沢〇－〇－〇で発生した危険排除に係る消防活動総括表（東京消防庁警
防規程事務処理要綱別記様式第３５号及び第３６号）及び小隊活動表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第３９号）

3 ● ●

（２号）氏名、年齢、性別、職業、部屋番号及び電話番号の情
報は個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、現
場の状況は特定の個人を識別することはできないが、公にする
ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

東京消防庁警
防部特殊災害
課

25 R2.10.2 R2.10.15 防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和４１年４月２０日浅予（収）第３７号）のうち、平面図 22 ● ● ●

（２号）住戸の情報は、公にすることにより、個人の権利利益
を害するおそれがあるため
（４号）住戸の情報は、公にすることにより、建物内部への侵
入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅
かすおそれがあると認められるため
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課

26 R2.10.2 R2.10.15 〇（東京都台東区〇丁目〇番〇号）に係る立面図 ●
(不存在)実施機関に届出されていないため、実施機関では取得
しておらず、存在しない。

東京消防庁予
防部予防課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

27 R2.10.2 R2.10.15

１ 消防用設備等設置届出書（昭和５９年４月５日四予（設）第１１３２号）のうち、別記様式第１号の２の３の２、系統図及
び平面図
２ 消防用設備等設置届出書（平成１６年１月２３日１６四予（設）第４８９号）のうち、別記様式第１号の２の３の２、系統
図及び平面図
３　消防用設備等設置届出書（平成９年６月１６日四予（設）第３００号）のうち、別記様式第１号の２の３及び平面図
４　消防用設備等設置届出書（平成９年６月１６日四予（設）第３０１号）のうち、別記様式第１号の２の３及び平面図

23 ● ●
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課

28 R2.10.7 R2.10.19

１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成１９年４月２０日１９芝三（設）第７号）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成１９年４月２０日１９芝三（設）第８号）
３　検査結果書（平成１９年４月２３日検査１９芝三（設）第７号）
４　検査結果書（平成１９年４月２３日検査１９芝三（設）第８号）
５　防火対象物使用開始届出書（平成１９年４月１６日芝消防署三田出張所受付）

19 ●
東京消防庁予
防部予防課

29 R2.10.7 R2.10.19 〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）平成１９年頃改修工事に係る防火対象物工事等計画書 ●
(不存在)実施機関に届出されていないため、実施機関では取得
しておらず、存在しない。

東京消防庁予
防部予防課

30 R2.10.12 R2.10.19 工事整備対象設備等着工届出書（平成２４年２月１０日２３平予（着）第１７３号）のうち、配管系統図及び平面図 3 ●
東京消防庁予
防部予防課

31 R2.10.9 R2.10.19 〇（東京都調布市〇丁目〇番〇号）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書一式 ●
(不存在)当該公文書は１年保存の公文書であるため、今年度に
廃棄済みであり、存在しない。

東京消防庁予
防部査察課
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32 R2.10.14 R2.10.21
電気設備設置（変更）届出書（平成３年１月２３日練予（電）第２０４５号）のうち、第５号様式、結線図、外形図及び内部配
置図

4 ●
東京消防庁予
防部予防課

33 R2.10.13 R2.10.21 〇（中野区〇-〇-〇）の最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ●
(不存在)当該公文書は３年保存の公文書であるため、平成２６
年度に廃棄済みであり、存在しない。

東京消防庁予
防部査察課

34 R2.10.19 R2.10.22
〇（東京都武蔵野市〇丁目〇番〇号）のマンション部分に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成１７年６月１０日１７武
予（防）第１２６号）、消防計画作成（変更）届出書一式（平成２６年５月２日２６武予（防）第１１８号）

7 ●
東京消防庁予
防部防火管理
課

35 R2.10.12 R2.10.23
〇（東京都世田谷区〇丁目〇番〇号（旧名称〇））に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成２１年９月３０日２１成予
（防）第４３７号）

10 ● ● （４号）住戸等に係る共用部分の情報は、侵入や窃盗等の犯罪
を容易にし居住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予
防部防火管理
課

36 R2.10.12 R2.10.23
〇（東京都世田谷区〇丁目〇番〇号（旧名称〇））に係る防火管理者選任（解任）届出書一式（平成２１年９月３０日２１成予
（防）第４３６号）

11 ●
東京消防庁予
防部防火管理
課

37 R2.10.19 R2.10.23

１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２０年１１月１２日１９品予（設）第６９９号）のうち、別記様式第
１号の２の３及び１階平面図
２　工事整備対象設備等着工届出書（平成２７年７月７日２７品予（着）第２１９号）のうち、別記様式第１号の７及び１階平
面図

4 ● ●
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課
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38 R2.10.15 R2.10.23 〇（北区〇丁目〇番〇号・〇号・〇号・〇号）に係る平成３０年以降の消防設備等点検結果報告書 ●
(不存在)当該公文書は、平成３０年以降届出の事実がなく、存
在しない。

東京消防庁予
防部査察課

39 R2.10.13 R2.10.23 防火対象物使用（変更）届出書その１（平成２年９月１２日中予（使）第９１３号）のうち、平面図、立面図及び配置図 8 ● ●
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課

40 R2.10.21 R2.10.26 〇（東京都足立区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和２年６月２日２足予（報）第２６１号）22 ●
東京消防庁予
防部査察課

41 R2.10.26 R2.10.27
〇（東京都中野区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
（令和元年１１月１５日３１野予（報）第８０８号）

15 ●
東京消防庁予
防部査察課

42 R2.10.15 R2.10.28

１　防火対象物使用届出書その１（平成４年２月１５日杉予（使）第２０５９号）のうち、平面図及び立面図
２　消防用設備等設置届出書（平成４年２月２８日杉予（設）第２５６号）のうち、別記様式第１号の２の３の２
３　消防用設備等設置届出書（平成４年２月２８日杉予（設）第２５７号）のうち、別記様式第１号の２の３の２
４　消防用設備等設置届出書（平成４年２月２８日杉予（設）第２５８号）のうち、別記様式第１号の２の３の２

22 ● ● ●

（２号）氏名及び個人の住所の情報は、特定の個人を識別する
ことができる情報であるため
（２号）住戸の情報は、公にすることにより、個人の権利利益
を害するおそれがあるため
（４号）住戸の情報は、公にすることにより、建物内部への侵
入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅
かすおそれがあると認められるため
（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅
かされるおそれがあるため
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課
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43 R2.10.15 R2.10.28
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２９年１２月１４日２８荻予（設）第３６２号）一式
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２９年１２月１３日２８荻予（設）第３５７号）一式 30 ● ● ●

（２号）氏名及び個人の住所の情報は、特定の個人を識別する
ことができる情報であるため
（２号）印影による氏名の情報は、特定の個人を識別すること
ができる情報であるため
（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅
かされるおそれがあるため
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課

44 R2.10.19 R2.10.28 防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１３年２月２１日１２麴予（使）第３４５号）のうち、８階平面図及び断面図 12 ● ● ●

（２号）氏名及び個人の住所の情報は、特定の個人を識別する
ことができる情報であるため
（２号）印影による氏名の情報は、特定の個人を識別すること
ができる情報であるため
（４号）印影は、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅
かされるおそれがあるため
（４号）共同住宅の共用部の情報は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住
者の安全を脅かすおそれがあると認められるため

東京消防庁予
防部予防課

45 R2.10.23 R2.10.28 消防用設備等設置届出書（昭和６１年２月１９日清予（設）第１９号）のうち、設備系統図及び１階平面図 4 ●
東京消防庁予
防部予防課

46 R2.10.22 R2.10.30
〇（東京都江東区〇丁目〇番〇号〇）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成３１年２月７日３０城予（防）第１０８４
号）

55 ●
東京消防庁予
防部防火管理
課

47 R2.9.8 R2.10.1
火災調査書類（令和２年７月８日２大予（調）第１号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因
判定書（様式第１６号及び様式第２６号）

7 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課
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48 R2.8.20 R2.10.19
令和２年８月４日１５時５５分頃荒川区町屋〇丁目〇番付近で発生した火災に係る、火災調査のために撮影した、火元を中心と
した建物のり災状況がわかる写真で署共有フォルダに保存されているもの

20 ● ●
（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため

東京消防庁予
防部調査課

49 R2.8.21 R2.10.20

火災調査書類（令和２年６月２３日２光予（調）第６号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原
因判定書（様式第１６号及び様式第２６号）、火災出場時における見分調書（様式第１７号及び様式第２６号）、現場見分調書
（様式第１８号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号）、質問調書（様式第１９号及び様式第２６号）、出火建
物・避難状況等調書（様式第２１号及び様式第２６号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）

76 ● ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（４号）公にすることにより、住戸内部への侵入や犯罪の実行
を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課

50 R2.8.24 R2.10.23

火災調査書類（平成２９年９月２５日２８府予（調）第２１号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、
出火原因判定書（様式第１６号及び様式第２６号）、火災出場時における見分調書（様式第１７号及び様式第２６号）、現場見
分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、質問調書（様式第１９号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号）、延
焼状況等調書（様式第２０号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）、建
物・収容物損害調査書（様式第２３号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）

102 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課

51 R2.10.12 R2.10.26 火災調査書類（平成１３年１２月２１日１３豊巣（調）第１１号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２） 2 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課

52 R2.8.31 R2.10.29

火災調査書類（令和２年８月２８日２金予（調）第４号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原
因判定書（様式第１６号及び様式第２６号）、火災出場時における見分調書（様式第１７号及び様式第２６号）、現場見分調書
（１）第１回（様式第１８号及び様式第２６号）、現場見分調書（１）第２回（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調
書第１回（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調書第２回（様式第１８号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第
１９号）、現場質問調書第１回（様式第１９号）、現場質問調書第２回（様式第１９号）、出火建物避難状況等調書（様式第２
１号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）、建物・収容物損害調査書（様式第２３号）、死傷者調査書（様式第２５
号）

161 ● ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（４号）公にすることにより、住戸内部への侵入や犯罪の実行
を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課
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53 R2.10.19 R2.10.29 火災調査書類（令和２年９月３０日２所予（調）第５号）のうち、火災調査書（様式第１５号及び様式第１５号の２） 2 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるため
（６号）関係者等の供述内容は、公にすることにより、都民等
からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収
集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事
務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁予
防部調査課
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